
（１） 歴史や文化の保存と再生 

資料６ 





１ 新堀川界隈の記録 

資料６ 



 



 新堀川界隈の記録 

（１）新堀川の歴史 
・ 新堀川は、寛永２年（1625年）に、３町の町人が新堀川（当時の横堀）から西へ堀川を開削し、材木類販売の特権が  
  与えられ、町名も材木町に改称との記録があるため、このころには存在したと考えられる。 
・ 安政南海地震などによる被害を経て現在に至る。 

（２）新堀川の形状 

・ 絵図や過去の記録からは、新堀川の形状の変化は、明確に確認できない。 
・ 横堀公園の掘り込みは、新堀川（横堀）の完成当初からあったものと考えられるが、掘り込んだ理由は特定できない。 

（３）新堀川の護岸構造 

・ 新堀川（横堀）は、築造当初は土手であった可能性が高い。（石垣があったとは確認できない。） 

（４）新堀川沿いの植栽 

・ 東岸 
   全区間にわたり樹木の存在は確認できず、草地のような絵が描かれている。 
・ 西岸 
   桜井橋～新堀間に松が植えられていたことが確認できる。 

（５）横堀公園の歴史 

・新堀川（横堀）築造当初は浅田であったと考えられる。 
・横堀公園は、寛文９年（1669年）には船屋敷となったと推測される。 
・寛政４年（1792）頃には材木商である木屋の屋敷が建てられ、昭和48年（1973）頃に解体されたと言い伝えられている。 

※横堀公園が都市計画決定されたのは、昭和48年。 

資料６（１/３９） 

• 歴史や文化の保存と再生を検討するにあたり、新堀川界隈の絵図や過去の記録を調査した。 



 



２ 石垣の再生・創出の検討 

資料６ 





調査項目 調査内容 

 ➀石垣の写真測量  ・石垣の積み方、使用石材を観察し、石垣カルテを作成する。 

 ②横堀公園試掘調査  ・石垣再生に伴う横堀公園の切り込み範囲を試掘し、護岸等の痕跡を確認する。 

 ③石垣下部の試掘調査  ・試掘により石垣の下部構造（根石や胴木等）を確認する。（横堀公園前の東西各１箇所） 

 ④新堀の痕跡調査  ・埋設された新堀の位置を電気探査により確認する。 

 ⑤コンクリート護岸の背面調査  ・既設のコンクリート護岸を一部切り抜き、背後の石垣の有無を確認する。 

 ⑥護岸背面の空洞調査  ・既設護岸背後の吸い出し（空洞）の有無を確認する。 

 ⑦     〃    （ボーリング）  ・空洞調査結果から空洞や護岸背面の石垣を確認する。 

 １．第１回アドバイザー会議以降の調査 資料６ （２/３９） 

②横堀公園試掘調査 

⑦ボーリング調査 

⑤コンクリート護岸の背面調査 

①写真測量 

図 調査位置図 

③石垣下部の試掘調査      ： ⑥護岸背面の空洞調査 

埋蔵文化財
センターによ
る調査 

④新堀の痕跡調査 

電車通り 

横堀公園 

四国銀行 

新堀橋 
新市橋 

桜井橋 

小学校 



図 検討内容調査位置図 

区間 設計・検討項目 設計・検討内容 

 A 保存区間  ①既設石垣の損傷部の設計方針  ・補修工法を検討する。 

     〃  ②桟橋の設計方針  ・既設石垣への影響を最小限とする杭の配置を検討する。 

 B 再生区間 
   （横堀公園前東岸） 

 ③石垣の設計方針  ・横堀公園を切り込むにあたり、再生する石垣の形状、積み方、構造を検討する。 

 C 創出区間 
   （コンクリート擁壁部） 

 ④石垣の設計方針  ・創出する石垣の位置、積み方、構造を検討する。 

 ２．第１回アドバイザー会議以降の検討作業 

A 保存区間 
（石垣部） 

B 再生区間 
（横堀公園前） 

C 創出区間 
（コンクリ-ト擁壁部） 

現状保存 
（工事影響外） 

資料６ （３/３９） 

b) 公園前～電車通り a) 駐車場下 

電車通り 

横堀公園 

四国銀行 
新堀橋 

新市橋 

桜井橋 

小学校 

Ｃ 存置区間 
（コンクリート擁壁部） 



A 保存区間（既設石垣部） 
a) 駐車場下 

資料６ （４/３９） 

A 保存区間（石垣部） 

a) 駐車場下 

電車通り 

横堀公園 

四国銀行 
新堀橋 

新市橋 

桜井橋 

小学校 



• 南駐車場西側の石垣は、空石積の上に練石積が施工されており、空石積区間で、孕みだしや崩壊が顕著。 
• 空石積区間で崩壊した後には、土のうによる応急措置が講じられている。 
• 練石積区間では、孕みだしなどは見られない。 

         １．石垣の状況（１） 

駐車場西側の石垣の状況（1/2） 

土のう 
練石積 

空石積 

陥没 

孕み 崩壊 

資料６ （５/３９） 

陥没 

A 保存区間 a)駐車場下 



         １．石垣の状況（２） 

駐車場西側の石垣の状況（2/2） 

土のう 
練石積 

空石積 孕み 

資料６ （６/３９） A 保存区間 a)駐車場下 



         ２．石垣損傷の原因検討（１） 

（１）洗堀の影響 

• 国土交通省四国地方整備局の設計基準では、流速が2m/s未満であれば植生による浸食防止ができるとされているため、新堀川の流速を調査。 

『設計便覧（案）第2編 河川編（四国地方整備局）』p.1-27 

潮汐による流速 
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• 最大流速は0.58m/s（＜2.0m/s）であり流れは穏やか。 

• 新堀川端部は、さらに流速が落ちていることから、駐車場の支柱
が影響し、渦を起こす等は確認されなかった。 

高潮時の流速 （試算による） 

• 高潮等が発生すると、約1km下流にある堀

川排水機場の水門が閉ざされ、排水ポンプ
による排水が行われる。 

• ポンプの排水流量（Q=11.25m3/s)が新堀川

を流れる流速を計算式により試算したところ
、通常時の最大流速と大きく変化しない結
果となった。 

  A. 河川幅が 
最も狭い位置 

No.1 

B. 河床からの 
高さが最も低い位置 

No.14 

C. 断面積が 
最も小さい位置 

No.3 

計画流速 
0.569 m/s 
（＜2.0 m/s） 

0.528 m/s 
（＜2.0 m/s） 

0.562 m/s 
（＜2.0 m/s） 

評価 ○ OK ○ OK ○ OK 

堀川排水機場 

検討箇所 

石垣が洗掘により崩壊したとは考えにくい。 

最大流速0.58m/s<2.0m/s 

資料６ （７/３９） 

2019.2.20（大潮）調査 

写真：対岸のコンクリート擁壁 写真：石積下部の崩れ 

A 保存区間 a)駐車場下 



         ２．石垣損傷の原因検討（２） 

（２）残留水位の影響 

• 新堀川は、干満により、水位が２ｍ程度変化することから、石垣背面の残留水位の影響を確認した。 

石積背面の土の状況（ボーリング調査による確認） 

• 石垣背面の土質は、礫質土系で透水性が高いこと、及び石垣自体も空積みであることから、残留水位
の影響はほとんどないと判断される。 

• また、横堀公園前（東岸）などの石垣に大きな変状が出ていないため、崩壊は残留水位によるものでは
ないと考えられる。 

資料６ （８/３９） 

満潮時の様子 

⇔
 

干潮時の様子 

石垣が残留水位により崩壊したと
は考えにくい。 

水位が２ｍ程度変化 

A 保存区間 a)駐車場下 



         ２．石垣損傷の原因検討（３－１） 

（３-１）石垣背後の吸い出しの影響（空洞調査） 空洞調査状況 

• 石垣背面の吸い出しを確認するため、空洞調査を実施。 

空洞調査結果 

資料６ （９/３９） 

空洞・空隙が疑われる箇所でボーリングを実施 

A 保存区間 a)駐車場下 



（３-２）石垣背面の吸い出しの影響（ボーリング調査） 

横断図（ボーリングNo.2) 

ボーリングNo.2 

         ２．石垣損傷の原因検討（３－２） 

• 空洞調査において空洞や空隙が疑われる箇所でボーリング調査
を実施。 

• 石垣背面は、N値が５以下であることは確認できたが、空洞を確
認できなかった。 

資料６ （１０/３９） 

位置図 

背面が吸い出しを受けている（空洞がある）ことは確認できなかった。 

A 保存区間 a)駐車場下 



・石灰岩を確認。 

・同質の石が横堀公園石垣背面の試掘で確認されたことから、関連性が疑
われるが、石垣であるとは考えにくい。 

ボーリングNo.4 

         ２．石垣損傷の原因検討（３－３） 

位置図 

横断図（ボーリングN0.4） 

資料６ （１１/３９） 

（３-３）石垣背面の吸い出しの影響（ボーリング調査） 

• 空洞調査において空洞や空隙が疑われる箇所でボーリング調査
を実施。 

• 石垣背面は、N値が５以下の緩い層であることは確認できたが、
空洞を確認できなかった。 

背面が吸い出しを受けている（空洞がある）ことは確認できなかった。 

A 保存区間 a)駐車場下 



（４）駐車場の荷重による影響 

• 石垣にかかる駐車場の荷重を確認し、石垣への影響を調査。 

石垣に作用する駐車場の荷重 

         ２．石垣損傷の原因検討（４） 

輪荷重 
小橋台 

• 駐車場の小橋台が石垣上に直接設置されており、駐車場の荷重が石垣に直接作用する構造となっている。 
• 床版の自重や駐車車両の荷重を合わせて、１㎡あたり約１０ｔが石垣に作用していると想定される。 

示力線による擁壁の安定確認 

荷重の種類 荷重の大きさ 

床板の自重 10.3kN/m2 

輪荷重 83.4kN/m2 

合計 93.7kN/m2 

• 駐車場の荷重が、石積に影響していることが判明。 

• 現況の石垣は、計算結果が示すとおり、下方が崩
壊している。 

駐車場部の現況断面図 

石垣 

資料６ （１２/３９） 

石垣の崩壊は、駐車場の荷重が影響していると考えられる。 

小橋台から荷重載荷される場合 NG 

駐車場の荷重 

A 保存区間 a)駐車場下 



・ 駐車場の荷重が小橋台を伝達し石垣に作用した 
  ためと考えられる。 
 
※流水、背面の残留水位が原因である可能性は低い。 

 （１）桟橋計画の検討 

・ 石垣に荷重を伝達させる駐車場（小橋台）を撤去。 
・ 桟橋を石垣背面方向に延長し、自動車荷重を桟橋の杭に 
  直接伝達させ、石垣に負荷をかけない計画とする。 
・ 鋼管開端杭を用い、打設時に周辺地盤へ与える影響を 
  最小限とする。 
・ 杭の直径は、施工時に石垣への負荷をできる限り与えない 
  よう、最小径である60cmとする。 
・ 桟橋と現道との境界には踏掛板を設置し、荷重を分散させ 
  る。 

崩壊原因 

対 策 

踏掛板 

         ３．石垣損傷部の設計方針（１） 資料６ （１３/３９） 

輪荷重 
小橋台 

A 保存区間 a)駐車場下 



（２）石垣補修工法の検討 

         ３．石垣損傷部の設計方針（２） 資料６ （１４/３９） 

現          況 

No.8+15m付近 

練積 

下
部
が
は
ら
み
出
し 

下
部
が
崩
壊 

健
全
（下
部
は
空
積
） 

No.9+10m～12m付近 

No.10+2m付近 

はらみ 

崩壊 

変状なし 

はらみ 

崩壊 

変状なし 

• 空積の上に練積が施工されている。 
• 下部の空積は、はらみ出しや崩壊が顕著。 
• 崩壊した後には土のうが詰められている。 
 
 

• 桟橋の桁が干渉するため天端に施工された練積は撤去が必要。 

• 桟橋施工により、損傷の原因と考えられる石垣にかかる荷重を除去するため、
現状以上の損傷は考えにくいことから、下部の空積は、必要最低限の補修を行
う。 

 

はらみ出し部（空積部） 
 → 隙間に詰石を行い補修※ 

    ※上部撤去時に、背面に空洞が確  
     認された場合、撤去し空積で積み 
     直し 

コンクリート ＋ 崩壊部 
 → 空積で積み直し 

空積部（変状なし） 
  → 存置（そのまま）※ 

    ※上部撤去時に、背面に空洞が確  
     認された場合、撤去し空積で積み 
     直し 

空積 

空積 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 

練積部 
 → 桟橋施工によりすべて撤去 

練積部 
 → 桟橋施工によりすべて撤去 

練積部 
 → 桟橋施工によりすべて撤去 

計画案 ： 必要最低限の補修 

空積 

練積 

練積 

桟橋施工のため 
撤去が必要 

※撤去ラインはイメージ 

 撤去  

積み直し 

A 保存区間 a)駐車場下 

：詰石 
補修のイメージ 



Ａ 保存区間（既設石垣部） 
ｂ) 公園前西側～電車通り（西側） 

資料６ （１５/３９） 

A 保存区間（石垣部） 

電車通り 

横堀公園 

四国銀行 
新堀橋 

新市橋 

桜井橋 

小学校 

b) 公園前～電車通り 



            １．石垣の現状（１） 

植物の根による影響 

植物の根による影響 

植物の根による影響 植物の根による影響 中抜けの恐れ 

・間知積と、布積の区間で、自生した植物による石垣の変状が見られる。 
・植物の影響を受けた箇所を除けば、比較的健全性を維持している。 
 （一部石垣に中抜けの恐れがある区間等も見受けられるが、自動車走行に起因する顕著な孕みだしなどはない。） 
・四国銀行の通路橋付近はコンクリートによる間詰補強が行われている。 

（１）電車通り～四国銀行木屋橋支店駐車場通路の状況（西側） 

コンクリート間詰区間 

資料６ （１６/３９） A 保存区間 ｂ)公園前～電車通り 



植物の根による影響 

• 布積が残っている区間だが、南側と同様に自生した木の根が石垣に変状を与えている。 

• 大きく育った樹木の周辺で孕みだしなどを確認（下右写真）、小さい樹木の周辺は大きな変状を見せていない（下写
真中央）。 

• すでに伐採された樹木もあるが、根の影響が残っている箇所も見受けられる。 
• なお、樹木は桟橋施工時に伐採する。 

（２）四国銀行木屋橋支店駐車場通路～新堀橋の状況（西側） 

植物の根による影響 

伐採された植物 
の根による影響 

植物の根による影響 

            １．石垣の現状（２） 資料６ （１７/３９） A 保存区間 ｂ)公園前～電車通り 



            ２．石垣背面の状況（１） 資料６ （１８/３９） 

（１）石垣背後の吸い出しの影響（空洞調査） 

• 石垣背面の吸い出しを確認するため、空洞調査を実施。 

空洞・空隙が疑われる箇所でボーリングを実施 

A 保存区間 ｂ)公園前～電車通り 



            ２．石垣背面の状況（２） 

横断図（ボーリングNo.1） 

位置図 ボーリングNo.1 

資料６ （１９/３９） 

（２）石垣背面の吸い出しの影響（ボーリング調査） 

• 空洞調査において空洞や空隙が疑われる箇所でボーリング調査
を実施。 

• 石垣背面は、N値が５以下の緩い層であることは確認できたが、
調査では空洞を確認できなかった。 

背面が吸い出しを受けている（空洞がある）とは確認できなかった。 

A 保存区間 ｂ)公園前～電車通り 



            ３．桟橋の設計方針 

（２）石垣天端部の撤去 

• 桟橋の床板が、石垣天端部に干渉するため、干渉部の石垣の撤去が必要。 
• あわせて、樹木の伐採を行う。 

• また、床板を支え、杭に荷重を伝える横桁（道路の縦断方向に最大６ｍに１箇所
設置）の影響区間についても石垣を取り除く必要。 

横桁 

杭 

床版 床板干渉部 → 

既設石垣の想定撤去範囲 

横桁と床版による既設石垣への影響（イメージ） 

資料６ （２０/３９） 

横桁干渉部 → 

桟橋干渉部の処理（イメージ） 

石垣と桟橋の間に 
20cm程度の隙間を
確保 

石が入らない隙間には砕石を補充 

桟橋 

• 床板や横桁は、自動車通過時や、地震時等に振動するため、石
垣と桟橋を接触させることは維持管理上望ましくない。 

• このため、石垣との間には若干の空隙の確保、または目地材（緩
衝材）を設置し、接触をさせない。 

• 積み直した石垣と緩衝材との間は、砕石を間詰めする。 
• なお、干渉部の撤去した石は、石垣復元・再生部に流用予定。 

桟橋干渉部の処理 

桟橋の影響箇所と樹木による損傷箇所図 

石垣撤去 

対策を検討 

• 桟橋に干渉しない下方の
石垣について、樹木の根に
よる損傷がみられるため、
対策の検討が必要。 

□：損傷部 

A 保存区間 ｂ)公園前～電車通り 



            ４．石垣損傷部の設計方針 資料６ （２１/３９） 

現          況 

根
に
よ
る
変
状 

中
抜
け
の
恐
れ 

 

健 

全 
 

• 桟橋が干渉しない下方の石垣は、樹木の根によるはらみ
出しなど、根の影響により石垣の変状が見られる箇所が
ある。 

• 一部中抜けの恐れがある箇所があるが、比較的健全な
石垣が多い。 

第１案：空積による積み直し 

• 桟橋の桁が干渉するため天端部は撤去が必
要。 

• 下部の空積は取り外し、樹木の根を撤去した
上で、現在の積み方と同様にすべて空積にて
積み直す。 

• 現状を記録保存。 
• 桟橋の桁が干渉するため天端部は撤去が必要。 

• 樹木の根は、存置すると腐敗し、今以上に石垣へ変状をもたらすことが想定され
るため、根の張り出し範囲を確認して除去する。 

• 下部の空積は、必要最低限の補修を行う。 

上部 
 → 桟橋施工のためすべて撤去 

下部（中抜けの恐れ） 
 → 隙間に詰石を行い補修※ 

    ※上部撤去時に、背面に空洞が確  
     認された場合、撤去し空積で積み 
     直し 

下部（変状なし） 
  → 存置（そのまま）※ 

  ※上部撤去時に、背面に根や空洞が確認 
   された場合、撤去し空積で積み直し 

上部 
 → 桟橋施工によりすべて撤去 

上部 
 → 桟橋施工によりすべて撤去 

上部 
 → 桟橋施工によりすべて撤去 

 撤去  

下部 
 → 根を取り除き空積で積み直し 

積み直し 

下部（根による変状） 
 → 根を取り除き空積で積み直し 

中抜けの恐れ 

根による変状 

• 樹木の根については、存置すると腐敗し、今以上に石垣へ変状をもたらすことが想定されるため、すべて除去する。 

A 保存区間 ｂ)公園前～電車通り 

 撤去  

積み直し 

：詰石 
補修のイメージ 

計画案 ： 必要最低限の補修 



Ｂ 再生区間（横堀公園前） 

資料６ （２２/３９） 

電車通り 

横堀公園 

四国銀行 
新堀橋 

新市橋 

桜井橋 

小学校 

B 再生区間 
（横堀公園前） 



• 石垣の勾配が1:0.4程度の区間は、モルタル注入がされていない空積み。 
• 石垣には孕みが見られるものや、石垣の間に隙間が開いているものが見受けられる。 
• 急勾配になり、ほぼ直壁となる区間には、石垣の間にモルタルが注入されている。 
• モルタルが注入されている区間では、顕著な変状は見られない。 

（１）変状の確認 

           １．石垣の状況（１） 

新
堀
橋 

四
国
銀
行
通
路 

勾配の急な石垣の間にはモルタルが充填されている モルタルが充填されていない石垣には 
一部孕みや石垣間の隙間が開いている箇所が 
見られる 

新緑の季節には公園の緑と水辺空間で 
良好な景観を提供している。 

資料６ （２３/３９） B 再生区間（横堀公園前） 



           １．石垣の現状（２） 

（２）勾配の確認 

• レーザー測量により実施した点群データから横断図を作成し、横堀公園区間における現況勾配を確認した。（下図） 

資料６ （２４/３９） 

1:0.1 

1:0.1 

1:0.1 

1:0.4 

1:0.4 

1:0.4 1:0.3 

B 再生区間（横堀公園前） 



           ２．石垣再生の設計方針（１） 

（１）移設計画 

• 現状を記録保存した上で横堀公園を切り込み、希
少種の生息域を確保。 

• 掘り込み後も現在と石垣の見え方が変わらないよ
う、平面形状をスライド。 

• 可能な限り既設石垣の石材を使用。 
• 護岸天端高さを現況（FH=2.1m程度）に合わせる

。 
• 公園との高低差を考慮して、護岸天端には管理道

としてW=2.0mを確保し、土羽により擦りつける。 
 （天端の構造は、管理通路における小河川の特例「河川 
  構造令P.355-356」に準拠する） 

資料６ （２５/３９） 

現状 

切り込み 

折れ点や面はできるだ
け同じ角度と延長にな
るようシフト。 

石材が不足する端部
は新材を購入し、同様
に亀甲積みで計画。 

桟橋との離隔を考慮し、 
概ね平行となる角度に設定 

『改定 解説・河川管理施設等構造令』 P355-356 

公園を切り込むことで、
新堀川最大の生息域
を確保 

公園を切り込むことで、
新堀川最大の生息域
を確保 

干潟ゾーン 

水面ゾーン 
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B 再生区間（横堀公園前） 

既存の石垣位置を保
存するため杭を設置 



• 石垣前面は干潟で覆われるため、干潟から上のH=1.35mを計画高さとして示
力線法により照査を実施し、安定性を確認した。 

• 構造が空積みであるため、今後、背後の詳細な地質試験等を実施し、現地の
土質状態を反映した解析により再度照査を行う予定。 

• 石積が背面土圧を受け持つため、石のかみ合わせ等、入念な施工が必要。 

           ２．石垣再生の設計方針（２） 資料６ （２６/３９） 

（２）工法の検討 

• 現況の勾配を踏襲し、空積みで再生。 
• ただし、S=1:0.3より急勾配の区間は、現況石垣が練積みであるた

め、現況と同様に練積みとする。 

B 再生区間（横堀公園前） 

現状 

S=1:0.4 

S=1:0.4 

S=1:0.3 

S=1:0.1 

S=1:0.4 

S=1:0.4 

S=1:0.3 

S=1:0.3 

S=1:0.1、練積 S=1:0.3～0.4、空積 

S=1:0.1 

【すり付け区間】 
S=1:0.1～0.3、練積 

S=1:0.4 

切り込み 

S=1:0.3～0.4、空積 

勾配 空積み構造 • 現況の石垣と同様。 

S=1:0.1 

基礎 

• 基礎前面に松杭を施工し、安定を図る。 

• ただし、施工中に基礎地盤が著しく不安定であることが確認された場
合は、地盤改良（テラセルマットレス工法）を行う。（地盤工学の専門家
に意見を聞く） 

松杭 地盤改良 



Ｃ 創出区間（コンクリート擁壁部） 

資料６ （２７/３９） 

電車通り 

横堀公園 

四国銀行 
新堀橋 

新市橋 

桜井橋 

小学校 

C 創出区間 
（コンクリ-ト擁壁部） 

Ｃ 存置区間 
（コンクリート擁壁部） 



           １．擁壁背面の状況（１） 

（１）航空写真から見る駐車場設置前の状況 • 過去の航空写真により、コンクリート擁壁部の状況を調査。 

資料６ （２８/３９） 

整理番号 MSI621 

コース番号 C3 

写真番号 8 

撮影年月日 
1962/05/06 

(昭37) 

撮影地域 高知 

撮影高度(m) 1800 

撮影縮尺 10000 

地上画素寸法(ｃm) 

カメラ名称 RC8 

焦点距離(mm) 152.060 

カラー種別 モノクロ 

写真種別 アナログ 

撮影計画機関 国土地理院 

市区町村名 高知市 

備考 

ワンストップサービスの
可否 

可 

整理番号 USA 

コース番号 M1060 

写真番号 37 

撮影年月日 
1948/05/18 

(昭23) 

撮影地域 高知 

撮影高度(m) 6706 

撮影縮尺 43543 

地上画素寸法(ｃm) 

カメラ名称 K-17B 

焦点距離(mm) 154.000 

カラー種別 モノクロ 

写真種別 アナログ 

撮影計画機関 米軍 

市区町村名 高知市 

備考 

ワンストップサービスの
可否 

可 

【出典】国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス 

1948年（昭和23年） 

1962年（昭和37年） 

C 創出区間（ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁部） 



           １．擁壁背面の状況（２） 

（２）S37航空写真とH13実測平面図の対比 • 駐車場設置前の護岸位置と現在の擁壁位置を比較。 

資料６ （２９/３９） 

昭和37年はある程度拡大が可能 

調査箇所１ 

調査箇所２ 

調査箇所３ 

現在のコンクリート護岸付近から大きく離れていない位置に石垣があるものと判断し、背面の調査を実施した。 

駐車場設置区間 

C 創出区間（ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁部） 

【出典】国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス 

• 駐車場設置前は、現在のコンクリート擁壁から大きく離れない位置に土留めらしきものがあったと考えられる。 
• 擁壁を削孔し石垣の痕跡を調査。 



2000

           １．擁壁背面の状況（３） 

（３）コンクリート擁壁取り壊し調査 背面調査箇所１ 

箇所１ 
箇所３ 

箇所２ 

• 擁壁背面の石垣の有無を確認するため、擁壁の一部を削孔し、背面を調査。 

資料６ （３０/３９） 

• 擁壁背面には、石や土のうが確認できたものの石垣は確認できなかった。 

奥行き 
約２ｍを調査 石 

石 土のう 

1961

約２ｍ調査 

確認幅 
約２m 

確認幅 
約２m 

航空写真から想定
される石垣の位置 

C 創出区間（ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁部） 



           １．擁壁背面の状況（４） 

（４）コンクリート擁壁取り壊し調査 

箇所１ 
箇所３ 

箇所２ 

• 擁壁背面の石垣の有無を確認するため、擁壁の一部を削孔し、背面を調査。 

資料６ （３１/３９） 

• 擁壁背面から石や土のうを確認できたものの石垣は確認できなかった。 

奥行き 
約１ｍを調査 

石 

石 

土のう 

背面調査箇所２ 

1000

約１ｍ調査 

確認幅 
約１m 

確認幅 
約１m 

航空写真、下流の石垣から 
想定される石垣の位置 

C 存置区間（ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁部） 



           １．擁壁背面の状況（５） 

（５）コンクリート擁壁取り壊し調査 

箇所１ 
箇所３ 

箇所２ 

• 擁壁背面の石垣の有無を確認するため、擁壁の一部を削孔し、背面を調査。 

資料６ （３２/３９） 

• 擁壁背面には、石を確認できたものの石垣は確認できなかった。 

奥行き 
約１．８ｍを調査 

石 

石 

石 

背面調査箇所３ 

確認幅 
1.8m 

確認幅 
約１．８m 

航空写真から想定
される石垣の位置 

C 創出区間（ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁部） 



           １．擁壁背面の状況（６） 

（６）空洞調査 

• 擁壁背面の石垣の有無及び空洞を確認する為の調査を実施 
• 空洞・空隙が疑われる箇所でボーリングを実施 

資料６ （３３/３９） 

空洞・空隙が疑われる箇所でボーリングを実施 

C 創出区間（ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁部） 



           １．擁壁背面の状況（７） 

（７）ボーリングNo.3調査結果 

ボーリングNo.3 

位置図 

資料６ （３４/３９） 

• 空洞調査において空洞や空隙が疑われる箇所でボーリング調査
を実施。 

• 擁壁背面は、緩い層であることは確認できたが、空洞や石積を確
認できなかった。 

背面の吸い出し（空洞）や石積は確認できなかった。 

横断図（ボーリングNo.3） 

C 創出区間（ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁部） 



           １．擁壁背面の状況（８） 

（８）ボーリングNo.5調査結果 

ボーリングNo.5 

位置図 

横断図（ボーリングNo.5） 

資料６ （３５/３９） 

• 空洞調査において空洞や空隙が疑われる箇所でボーリング調査
を実施。 

• 擁壁背面は、緩い層であることは確認できたが、空洞や石積を確
認できなかった。 

背面の吸い出し（空洞）や石積は確認できなかった。 

C 創出区間（ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁部） 



           ２．石垣創出の設計方針（１） 

（１）駐車場撤去区間の護岸検討 

現況は、杭基礎からなるコンクリート護岸（杭基
礎）が施工されており、擁壁に変状は見られず安
定している。 

資料６ （３６/３９） 

現況の護岸構造 

• 護岸背面には市道があり、建物が近接している。 
• 既設護岸を撤去する場合、撤去時の騒音・振動や背面市道の交通規制
等により、沿道施設（マンションや家屋など）に与える影響等が大き
い。 

護岸計画 

※既設コンクリート護岸撤去の影響 

C 創出区間（ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁部） 

• コンクリート護岸の背面調査結果より、背面に石垣は残っていな
いと判断できる。 

• このため、構造的に安定している既設護岸を存置し、前面に空積
みを計画する。 

• これにより、背面からの土圧や群衆荷重等の外力は既設護岸が受
け持つことから、構造的な安定を図ることができる。 

• 計画は、コアマモの育成を目指す「水面ゾーン」とシオマネキや
トビハゼの生息環境となる「干潟ゾーン」に分けて提案する。 

• なお、西側のコンクリート護岸部については、外部から見えなく
なるため、現状のままとし、石垣は計画しない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新堀橋 
新市橋 

桜井橋 

小学校 

水面ゾーン 干潟ゾーン 

存置 



           ２．石垣創出の設計方針（２） 

（２）駐車場撤去区間（東岸）の護岸計画 

資料６ （３７/ ３９） 

【開放水面ゾーン】 ： 板柵併用空積み護岸工 

• 既設コンクリート護岸の前面に空積みを施工。 

• コアマモの生育に必要となる水深を確保のため、河床掘削が必要とな
ることから基礎部を板柵で保護する。 

【干潟ゾーン】：捨石併用空積み護岸工 

• 既設コンクリート護岸の前面に空積みを施工。 
• 干潟造成により現在の河床高よりも高くなるため、基礎部には捨石工を計画。 
 

• 基礎前面に松杭を施工し、安定を図る。 

• ただし、基礎地盤が著しく不安定であることが確認された場合は、地盤
改良を行う。 

• 背後の既設コンクリート擁壁が護岸としての役割を担うため地盤改良は実施
しない。 

 

概
要 

標
準
断
面
図 

基
礎 

• 開放水面ゾーン、干潟ゾーンのどちらの区間においても、既設護岸の前面に空積みを施工。 
• 石材はAゾーンにおいて桟橋干渉により撤去した石材を使用するが、不足する場合は同質の石材を調達。 
• 積み方は、西岸において多くみられる布積みを参考とする。 

C 創出区間（ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁部） 



各区間の断面図 

資料６ （３８/ ３９） 
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※現時点での計画案であるため今後変更になる可能性があります。 
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